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令和8年 4月 1目から改正道路交通法が施行
され、自転車の交通違反についても反則通告制
度が導入されます。
10歳以上の△饉反則金制度の対象となり、
高校生でも同じです。自転車で交通違反をして
検挙されると反則金が課されます。

自転車での交通違反は交通事故を起こしたり
交通事故に遭う危険が高まりますので、自転車
の交通違反をしないよう|こしましょう。
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自転車に乗る時は
ヘルメ ットをか /Sヽ り
試しょう 1皆さんの
人事な命を守ること
に繋が り讀す。

〔自転車が対象の反則行為l
(―例)

携帯電話使用等(保持)
遮断踏切立入り

信号無視
信号無視(点滅)
指定場所一時不停止等
無灯火

傘差し運転等
二人乗り

反則金12′ 000円

反則金 7′ 000円

反則金 6′ 000円

反則金 5′ 000円

反則金 5′ 000円

反則金 5′ 000円

反則金 5′ 000円

反員1金 3′ 000円

そこの自転車、
止まりなさい |
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20歳未満の飲酒喫煙を

令和 3年の民法改正で成人年齢
は 20歳 から 18歳に引き下げら
れましたが、飲酒喫煙年齢につい

ては以前と変わらず 20歳 と法律
で定められています。

酒類や煙草の販売者は購入者の

年齢確認を行つてください。

20歳 未満の飲酒喫煙を、その
保護者が知りながら止めない場合
は、処罰の対象となります ()
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箕島駅前交番だより 令和 8年 3月号 ロ 覧

自転車の違反 原則通告制度導入 rr
令和 8年 4月 1日から
改正道路交通法が施行れ、

自転車の交通違反につい
ても反則通告制度が導入

されます :

■6歳以上の人は反則金
制度の対象となり、高校
生でも同じです。

自転車で交通違反をし
て検挙されると反則金が
課されます。

自転車での交通違反は、

事故を起こしたり、事故に
遭うリスクが高まります !

皆さんの心掛けで自転
車の交通違反をしない

ようにしましよう :
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【自転車が対象の反則行為】
・携帯電話使用等 (保持 )反 則金 12,000円
。遮断踏切立入 り    反則金 7,000円
。信号無視        反則金 6,000円
。指定場所一時不停止   反則金 5,000円
・ 無灯火        反則金 5,000円
・ 傘差 し運転等     反則金 5,000円
。二人乗 り       反則金 3,000円
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～少年の非行・犯罪の防止～ 抒ふ・・守 i・ ず襲ト
1ザさ哺bdLL

進学、進級のこの時期、生活環境の変化に伴い、飲酒、喫煙、深夜はいかい等の
不良行為や、万引き、薬物乱用等の非行 |こ走る少年が増加する傾向にあります。
また、スマ本デビュー|こ伴い、インターネット等を通して犯罪被害 |こ遭う危険性や
加害者 |こなる可能性も高まります。

★子供の飲酒・ 喫煙を助長・ 放任 ★スマホの利 |こ安全安心を

令和 4年の民法改正により、 18歳から
成人となりましたが、20歳未満の飲酒・

お子様を守るためには、イ果護者がネット
利用を見守り、管理することがとても大事
です。
スマホを買いちえる際には、_
C,ルールづ<り
「使用時間は何時まで」「ひとの悪□は
書かない」など
イ2お子様のスマホ|こ「フィルタリング」
アフリを導入することにより、ネットの
中での危険から遠ざけることができる

お子様の成長とスマホの利用内容 |こ
沿つて設定を変えてください。

和歌山県警察採用試験に関するお知らせ
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その他採用試験の詳細は
和歌山県警察本部IIP等 を
ご覧ください。
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